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吉田 征司 学校教育課課長補佐

廣瀬 義隆 社会教育課課長補佐

議 題

議第 ９ 号 令和７年度本巣市立小中学校及び義務教育学校教職員の人

事異動内申について

その他

（１）第１期本巣市こども計画について

（２）令和７・８年度校医、薬剤師について

（３）令和７・８年度園医について



（４）令和７年度入学式について

（５）令和７年度入園式について

（６）次回教育委員会開催期日について

日時：３月２５日（火）午後１時３０分より

場所：２階 災害対策本部



開会 午後１時３０分

川治教育長 ：開会を宣告した。

川治教育長 ：あいさつの中で、中学校卒業式への出席のお礼と卒業式の状況

について、高校入試について話をした。

報告の中で、①こどもの権利条例の報道状況について、策定後

における本巣市の教育現場の変化について②３月２５日に木村

泰子先生へ感謝状贈呈式後、木村泰子先生と教育委員との交流

会について③学校のあり方検討委員会について④中学校卒業給

食について報告をした。

川治教育長 ：各課からの報告を求めた。

薄田課長 ：資料に基づき説明した。

脇田課長 ：資料に基づき説明した。

野原課長 ：資料に基づき説明した。

川治教育長 ：日程５「その他」について説明を求めた。

脇田課長 ：（１）第１期本巣市こども計画について資料に基づき説明した。

黒田委員 ：目標値ですが、アンケートの母数はどれくらいか。目標指標の

範囲内と思われる数値が現状値になっている。

脇田課長 ：アンケートの回収結果は就学前の児童保護者アンケートの対象

者数は 514 人うち回収数は 254 件の 49.4％であった。小学生の

児童保護者アンケートの対象者は 1099 人のうち回収数は 551 件

の 50.8％が保護者等を対象としたアンケートになる。

黒田委員 ：母数の 500 や 1000 の数字でこの目標値が統計学的にいいかわか

らないが、一般的に考えると 500 人のうちで地域の子育てが 3.3

点。500 人のうち何人上がると 3.5 点というと、かなり信頼ので

きる数字なのかという思いを持ってしまった。現状値 3.3 点から

目標指標 3.5 点以上とか、現状値 47.9％から目標指標 50.0％以

上と目標指標を設定していればいいが、現状値 29.0％から目標

指標 30.0％以上だからいいが、30％でも目標達成した 1％違うだ

けで、私の感覚では誤差ではないかと思ってしまう。しかし、そ

うではないということであればいい。

薄田課長 ：（２）令和７・８年度校医、薬剤師について、（３）令和７・８

年度園医について資料に基づき説明した。

薄田課長 ：（４）令和７年度入学式について資料に基づき説明した。

脇田課長 ：（５）令和７年度入園式について資料に基づき説明した。

川治教育長 ：入学式は出席していただいてなかったか。



小澤委員 ：出席していない。

川治教育長 ：出席していないのであればこれは必要ないのではないか。ＰＴ

Ａ会長以外出席者はいないか。教育委員会は見てくることはし

ている。

黒田委員 ：市の方針だけは大事なので、これはお知らせいただいていい。

川治教育長 ：入学式の来賓は。

脇田課長 ：ＰＴＡ会長と園長。

川治教育長 ：入園式は見に行っているか。

脇田課長 ：行っている。

小林総括補佐：（６）次回の教育委員会開催日について諮り、３月２５日（火）

午後１時３０分に決定した。場所は２階災害対策本部。

【教育長、事務局長、薄田課長、野原課長、新井主幹以外の職員

は退席した】

川治教育長 ：議第９号「令和７年度本巣市立小中学校及び義務教育学校教職

員の人事異動内申について」を議題とし、事務局に説明を求め

た。

薄田課長 ：資料に基づき説明した。

川治教育長 ：質問はないか。

川治教育長 ：質問等がないことを確認し、原案のとおり承認するかを諮った。

川治教育長 ：異議がなかったため原案のとおり承認した。

川治教育長 ：以上で提案された案件は終了した旨を告げ、委員会を閉会とし

た。

閉会 午後３時２０分


